
１　目　　的　　　現行の品質表示基準が実効性のあるものになっているか，改正すべき

　　　　　　　　点がないか等の必要参考資料とするために店頭調査を実施した。

２　調査期間　　　平成１８年６月１９日（月）～７月２日（日）　　　　　　　

３　調査員　　　　本市が委嘱した消費生活モニター８０名のうち３０名　

４　調査場所　　　市内３０店舗　　　　 

５　調査結果　　　下表のとおり
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１　プレミックス類 711 ７(0.99%)７(0.99%) ― ― 2(0.28%） 5(0.7%)

２　生めん類 1,314 ― ― 49(3.7%) ― 4(0.3%) 22(1.7%)

３　つくだ煮類・煮豆 877 12(1.4%) ― ― ― 1(0.1%) 12(1.4%)

４　焼肉のたれ類 725 24(3.3%) ― ― ― 4(0.6%) 15(2.1%)

５　ふりかけ類 1,284 41(3.2%) ― ― ― 5(0.4%) 21(1.6%)

６　緑茶 1,201 31(2.6%) ― ― ― 2(0.2%) 4(0.3%)

７　インスタントコーヒー 853 8(0.9%) ― ― ― 13(1.5%) 11(1.3%)

８　カレールウー 1,161 3(0.3%) ― ― ― 1(0.1%) 1(0.1%)

９　調理冷凍食品 556 1(0.2%) ― ― 17(3.1%) 5(0.9%) 4(0.7%)

計 8,682 127 7 49 17 37 95
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